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厚生労働省医薬食品局安全対策課 

 
 
 
 

 

 

 

 

【概要】 

■ 本事業は、全国の大学病院等５か所に 1,000 万人規模のデータを収集するための医

療情報データベースを構築するとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に

情報分析システムを構築し、医薬品等の安全対策を推進するものである。 

 

【アウトカム】 

■ 医薬品等の安全対策の更なる向上を目指し、従来の企業等からの副作用報告のみで

は把握できなかった安全性情報を正確かつ詳細に情報収集するために、2015 年を目途

に、全国５ヵ所の大学病院等に、1，000 万人規模のデータベースを構築する。 

 

【今後の取組】 

■ 2011 年夏に医療情報データベースの仕様書の作成及び同データベースを構築する

医療機関の選定を行う。 

 

大規模医療情報データベースの構築・医薬品等安全対策への活用 



 

 

 

 

【概要】 
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■ 税制（案

所得税
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■ 融資（案

・ サービス

について

・ サービス
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【アウトカ

■ 高齢者人
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）。 
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交通省住宅局
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【概要】 

■ 産業界、

体となっ

 

【アウトカム
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超の設備
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【今後の取組
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る。 

国内投資促

【094】
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財務省国際局地域協力課 

 

 

 

 

 

【概要】 

■ ASEAN+3（日中韓）域内の企業等が発行する債券に保証を供与するために、2010 年 11

月に設立した信託基金（資本規模は 7億ドル）。 

 

【アウトカム】 

■ ASEAN+3(日中韓)域内の債券発行を支援し、域内債券市場の育成に貢献。 

 

【今後の取組】 

■ 業務を開始し、具体的な保証案件の組成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

■ 官民の専門家が参加し、ASEAN+3（日中韓）域内のクロスボーダー債券取引を促進する

ため、クロスボーダー債券取引に係る市場慣行を標準化し規制を調和化することを目的

としたフォーラム。2010 年 9 月に設置し、東京で第 1回会合を開催。 

 

【アウトカム】 

■ 域内のクロスボーダー債券取引に係る市場慣行を標準化、規制の調和化。 

 

【今後の取組】 

■ ASEAN+3 域内のクロスボーダー債券取引の障害となっている各国の規制、市場慣行に関

する情報収集、並びに取引慣行及び決済上のメッセージフォーマットの調和化に向けた

検討課題を報告書に取りまとめる。 

信用保証・投資ファシリティ 

ASEAN+3 債券市場フォーラム 

ASEAN+3
各国

ADB

CGIF出資

現地通貨建て
債券発行 資金調達

保証

（総額7億ドル）
※日本はJBICを通じて2億ドル出資

投資家投資家

アジアの
企業

アジアの
企業

保証料

（ADBの信託基金）

投資

投資

アジア債券市場の構築 
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財務省国際局外国為替室 

 

日本国内においても、・・・世界とのヒト・モノ・カネの流れの障壁をで

きるだけ除去することが必要である。・・・規制を大胆に見直すなど、日本

としても重点的な国内改革も積極的に進める。 

 

 

 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アウトカム】 

■上記①（ローン契約締結時の事後報告（資本取引に関する債権の発生報告書））

を原則廃止（提出不要となる報告書の件数：年 14,000 件程度（平成 21 年度

ベース）） 

 

 

【今後の取組】 

■2～3月 行政手続法に基づくパブリック・コメント 

■3～4月 外為法に係る財務省令の改正 

 

外為法に基づく報告書の簡素化 

 

◎ 国際収支統計の精度を確保しつつ、外為法上の報告書を簡素化 

（パブリック・コメントを経て、3～4月を目途に省令を改正）

【簡素化の例：日本本社による海外子会社向け親子ローンの供与】 

① ローン契約締結時の事後報告（資本取引に関する債権の発生報告書） 

（※1億円超の場合） 

 

 

② 海外送金実行時の事後報告（支払等報告書）（※3,000 万円超の場合） 

⇒ 廃止（以下②の支払等報告書により捕捉可能） 

新成長戦略（2010 年 6 月 18 日閣議決定）









 

 

【概要】 
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国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 

 

 

 

【概要】 

■ 都市再生特別措置法において国際競争力強化につながる特別の地域指定制度を創設し、支

援措置を講じることにより、大都市における都市開発事業を推進。 

 

【今後の取組】 

■ 都市再生特別措置法の改正 

特定都市再生緊急整備地域の創設等により都市開発事業を強力に推進し、都市の国際競

争力を強化。 

 

（予算支援：国際競争拠点都市整備事業） 

大都市の国際競争力を強化する上で拠点となる地域において、国、地方公共団体、民間

事業者から構成される協議会が策定する整備計画に位置付けられる都市拠点インフラの整

備について、重点的かつ集中的に支援を行う事業制度を創設。 

 

（税制支援：国際競争力の強化その他経済活力の向上を図るための大都市再生税制の拡充・延長） 

都市再生緊急整備地域及び新設する特定都市再生緊急整備地域における認定事業につい

て、以下の課税の特例を措置。 

・所得税・法人税：割増償却（都市（特定含む）５年間５割増償却） 

・登録免許税：所有権の保存登記の軽減税率 

（特定23年度0.15％、24年度0.20％、都市0.30％（本則0.40％）） 

・固定資産税等：課税標準の特例（特定1/2、都市3/5、いずれも５年間） 

・不動産取得税：課税標準の特例（特定1/2、都市4/5） 

 

（金融支援：民間都市開発プロジェクトに対する金融支援） 

優良な民間都市開発プロジェクトについて、特に調達が困難なミドルリスク資金の供給

の円滑化を図るため、安定的な金利で長期に資金調達ができる仕組みとして、そのリスク

に備えた資本の確保のための措置を講じながら、メザニン支援業務（※）（貸付け・社債

取得）を創設。 

（※）民間都市開発プロジェクトの立ち上げを支援するため、資本と負債の中間に位置する、

ミドルリスク資金（メザニン）の供給を円滑化するための業務をいう 

 

民間都市開発プロジェクトに係る規制緩和・金融措置等 
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財務省理財局国有財産企画課 

 

 

 

【概要】 

 国有財産について、地域や社会のニーズに対応して積極的に活用することを検討し、未利用国有

地の管理処分方式の多様化等の方針をとりまとめ、「新成長戦略における国有財産の有効活用に

ついて」を公表（2010 年 6 月）。 

 民間企業で行われているＣＲＥ戦略を参考に、庁舎・宿舎を含む国有財産について戦略的な維持

管理や施設の長寿命化の推進等のＰＲＥ戦略をとりまとめ、「国有財産行政におけるＰＲＥ戦略

について」を公表（2010 年 12 月）。 

  

【アウトカム】（社会福祉分野における国有財産の有効活用） 

 未利用国有地を保育などの社会福祉施設や医療施設として利用する場合に、地方公共団体に対す

る定期借地権を活用した貸付を可能とするなどの制度整備を実施。 

 

＜社会福祉分野における未利用国有地の活用＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  保育分野においては上記以外に、行政財産の定期借地による新規貸付が 1 件、国家公務員宿舎の空きスペースを利

用した家庭的保育（保育ママ）事業が 1 件予定されている。 

※２  その他、医療分野においても 1 件、定期借地権を利用した新規貸付の取組みが進んでいる。 

 

【具体的事例】（社会福祉分野における国有財産の有効活用） 

＜未利用国有地（東京都世田谷区）の事例＞ 

 

 世田谷区からの要望を受け、定期借地権(20 年)を利用し 

認可保育所用地として未利用国有地の新規貸付（2件） 

を実施。（定期借地権を利用した新規貸付の第 1号案件） 

 保育所は 2012 年 4 月に開所予定。 

地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用 
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